
 

 

 

 

 

令和３年  第１２回 

 

 

 

 

 

 

 

 

田 村 市 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田 村 市 農 業 委 員 会 

 

 



 

議   事   録 

 

 

１．開催日時   令和３年１２月１７日（金） 午後１時３０分 

 

２．開催場所   田村市役所 多目的ホール 

 

３．出席委員   田村市農業委員１９名のうち１９名 

         田村市農地利用最適化推進委員２０名のうち１５名 

 

          １番 郡司嘉一委員   ２番 陣野原 進委員  ３番 栁沼正郎委員 

   ４番 猪狩徳孝委員   ５番 三田勝一郎委員  ６番 渡邊義輝委員 

   ７番 渡邊慶幸委員   ８番 白岩幸一委員   ９番 安藤末男委員 

  １０番 栁沼政一委員  １１番 齋藤 実委員  １２番 渡邊登喜男委員 

１３番 三浦善治委員  １４番 佐藤正之委員  １５番 大和田 弘委員 

１６番 佐藤円治委員  １７番 石井珠枝委員  １８番 佐藤伸夫委員 

１９番 吉田修一委員 

 

①番 佐藤政一委員   ②番 先﨑和幸委員   ③番 吉田典良委員 

④番 荻野右近委員   ⑦番 吉田伸一委員   ⑧番 松本洋一委員 

⑨番 渡邊隆一委員   ⑩番 渡邉 元委員   ⑪番 和田春信委員 

⑫番 橋本清隆委員   ⑬番 箭内倉貴委員   ⑰番 箭内正彦委員 

⑱番 松崎典男委員   ⑲番 吉田清吉委員   ⑳番 渡邉利正委員 

 

４．欠席委員    ⑤番 坪井清花委員   ⑥番 渡辺堅一委員   ⑭番 伊藤博之委員 

 ⑮番 土屋福一委員   ⑯番 石井利夫委員 

 

５．農業委員会事務局職員 

 

      局長                遠 藤 浩 一 

      主任主査兼総務係長         菅 野 裕 勝 

      主査                矢 内  敬 

 

６．書  記 

 

      主査                矢 内  敬 

 



 

７．議事録署名人 

                  ５番  三 田 勝一郎  委員 

                  ６番  渡 邊 義 輝  委員 

 

 

８．提出案件 

 

 

 

   議案第１号  農地法第３条の規定に基づく許可処分の取消願出について 

 

 

 

   議案第２号  農地法第３条の規定に基づく許可申請について 

 

 

 

   議案第３号  農地法第５条の規定に基づく許可申請について（市許可分） 

 

 

 

   議案第４号  農地法第５条の規定に基づく許可申請の意見決定について（県許可分） 

 

 

 

議案第５号  田村農業振興地域整備計画の変更に係る意見決定について 

 

 

 

   議案第６号  福島復興再生特別措置法第１７条の２２第３項の規定に基づく農用地利用 

集積計画に対する意見決定について 

 

 

 

議案第７号  現況確認証明について 

 

 



    

       

    

９．会議の経過概要   （開会 午後１時３０分） 

 



事 務 局 

 

 

 

 

 

会   長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

 

 

 

事務局 

皆様、お忙しい中集まりいただき有難うございました。定刻時間になり委員の方出席して

おりますので総会を始めさせていただきます。本日都合により欠席の届出がございましたの

は、⑤番坪井清花推進委員、⑥番渡辺堅一推進委員、⑭番伊藤博之推進委員、⑮番土屋福一

推進委員、⑯番石井利夫推進委員であります。ただいまより令和３年田村市農業委員会第１

２回総会を始めさせていただきます。会議に先立ちまして会長よりご挨拶をいただきます。 

 

皆様、改めましてこんにちは。年末の大変忙しい中皆様にご出席いただき誠にありがとう

ございます。今年も残りわずかになりましたが皆さんにとって令和３年がどんな年であった

でしょうか。来年は今年よりも良い年になるよう祈願して本日も慎重審議をして行きたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

 

これより会議に入りますが、田村市農業委員会会議規則第６条の規定により、議長は会長 

にお願いを致します。よろしくお願いします。 

 

本日の案件は、 

議案第１号 農地法第３条の規定に基づく許可処分の取消願出について      １件 

議案第２号 農地法第３条の規定に基づく許可申請について           ６件 

議案第３号 農地法第５条の規定に基づく許可申請について（市許可分）     ３件 

 議案第４号 農地法第５条の規定に基づく許可申請の意見決定について（県許可分）３件 

議案第５号 田村農業振興地域整備計画の変更に係る意見決定について      １件 

議案第６号 福島復興再生特別措置法第１７条の２２第３項の規定に基づく農用地 

      利用集積計画に対する意見決定について              ２件 

議案第７号 現況確認証明について                      ４件 

 

以上２０件であります。よろしくご審議賜りますようお願い致します。 

農業委員総数１９名、うち出席委員１９名、欠席委員なし、農地利用最適化推進委員２０

名、うち出席委員１５名、欠席委員５名、よって総会は成立致します。 

次に議事録署名人でございますが、議長指名でご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認め、５番三田勝一郎委員、６番渡邊義輝委員を指名致します。 

次に本日の会議の進め方について申し上げます。ご発言をいただく際はその都度挙手によ

り議長の指名を受けてからお願いします。 

議案第１号「農地法第３条の規定に基づく許可処分の取消願出について」を議題と致しま

す。それでは、整理番号１番について事務局説明願います。 

 

整理番号１番について、議案書朗読、説明。 



議   長 

 

 

 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

３番委員 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議   長 

 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

ただいま説明がありました事項については、あらかじめ担当区域の委員の方に、調査を 

お願いしておりますので、調査結果についてご報告をいただいてから審議したいと思います

が、ご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がありませんので、ご報告をお願いします。整理番号１番について、３番栁沼正郎委

員ご報告をお願い致します。 

 

３番栁沼です。整理番号１番について１３日に私と荻野推進委員が事情伺いに行く予定で

ありましたが、荻野推進委員が事情により出られないとなりまして、１４日夕方に私が担当

の行政書士と打ち合わせをして現地調査を行いました、それによりますとこの農地を贈与さ

れた場合１年間は所有権移転した場合に転用はできないということで、この案件を撤回した

いということでした。委員の皆様の慎重審議よろしくお願いします。以上です。 

 

ありがとうございました。以上で整理番号１番について事務局の説明及び調査結果につい

ての報告が終わりました。本案について質疑に入ります。質疑を求めます。ございませんか。 

 

質疑なし。 

 

質疑なしと認め、質疑を終結します。 

本案について、申請の通り許可することにご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

よって議案第１号「農地法第３条の規定に基づく許可処分の取消願出について」の、整理

番号１番については、取消願出の通り決定いたしました。 

以上をもちまして１号議案は終了します。 

次に議案第２号「農地法第３条の規定に基づく許可申請について」を議題と致します。そ

れでは整理番号１番から６番について、事務局説明願います。 

 

整理番号１番から６番について議案書を朗読、説明。 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

ただいま説明がありました事項については、あらかじめ担当区域の委員の方に、調査を 

お願いしておりますので、調査結果についてご報告をいただいてから審議したいと思います



 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

３番委員 

 

 

 

議   長 

 

 

１０番委員 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

１１番委員 

 

 

 

議   長 

 

 

１４番委員 

 

 

 

 

 

 

議   長 

が、ご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がありませんので、ご報告をお願いします。整理番号１番について、３番栁沼正郎委

員ご報告をお願い致します。 

 

３番栁沼です。整理番号１番について報告します。１４日に譲受人と私で現地確認をしま

した。譲渡人は高齢で後継者もいないのでここ数年間は譲受人が借りて耕作をしておりまし

た。その理由があり今回の申請となりました。以上です。 

 

ありがとうございました。次に整理番号２番から３番について、１０番栁沼政一委員ご報

告をお願い致します。 

 

１０番栁沼です。整理番号２番及び３番について報告します。最初に整理番号２番であり

ますが、１２日に私と橋本推進委員と共に現地確認をしました。この農地については親子関

係の贈与ということで何ら問題ないものと見てまいりました。次に整理番号３番については

譲受人と橋本推進と私で同じく１２日に現地確認をしました。この農地につきましても何ら

問題ないものと見てまいりました。以上報告を終わります。 

 

ありがとうございました。次に整理番号４番について、１１番齋藤実委員ご報告をお願い

致します。 

 

１１番齋藤です。整理番号４番について報告します。１２日の午前に私と箭内推進委員と

譲受人の３名で現地調査をしました。農地は譲受人の自宅の隣地にあり譲渡人の農地を受け

て野菜を作る考えであり何ら問題ないものと見てまいりました。以上ご報告いたします。 

 

ありがとうございました。次に整理番号５番及び６番について、１４番佐藤正之委員ご報

告をお願い致します。 

 

１４番佐藤です。整理番号５番及び６番について報告します。整理番号５番でありますが

１４日午前中に私と箭内推進は都合が悪く譲受人と譲渡人の３名で現地調査を行いました。

調査の結果申請書のとおり何ら問題ないものと見てまいりました。次に整理番号６番につい

て現地調査を行いました。１２日午前中、譲渡人と譲受人の立ち合いのもと私と箭内推進委

員の都合が悪く３名で現地確認をしました。結果申請書のとおり何ら問題ないものと見てま

いりました。委員の皆様の慎重審議をよろしくお願いします。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ありがとうございました。以上で整理番号１番から６番について事務局の説明及び調査結



 

 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議   長 

 

 

 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

 

１０番委員 

 

 

 

 

議   長 

 

 

果についての報告が終わりました。本案について質疑に入ります。質疑を求めます。ござい

ませんか。 

 

質疑なし。 

 

質疑なしと認め、質疑を終結します。 

本案について、申請の通り許可することにご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

よって議案第２号「農地法第３条の規定に基づく許可申請について」の、整理番号１番か

ら６番までについては、申請の通り許可する事に決定いたしました。 

以上をもちまして２号議案は終了します。 

次に議案第３号「農地法第５条の規定に基づく許可申請について（市許可分）」を議題と

致します。それでは整理番号１番から３番について、事務局説明願います。 

 

整理番号１番から３番について議案書を朗読、説明。 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

ただいま説明いたしました事項については、あらかじめ担当区域の委員の方に、調査を 

お願いしておりますので、調査結果についてご報告をいただいてから審議したいと思います

が、ご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

ご異議がありませんので、ご報告をお願いします。整理番号１番について、１０番栁沼政

一委員ご報告願います。 

 

１０番栁沼です。整理番号１番について報告します。１４日の午後に行政書士と私と渡邊

推進委員の３名で現地調査を行いました。譲受人は現在郡山市在住ですが実家の脇に住宅を

構えまして生活をしたいということでした。近隣の農地に影響はないものと確認してまいり

ました。以上です。 

 

ありがとうございました。次に整理番号２番について、１２番渡邊登喜男委員ご報告をお

願い致します。 

 



１２番委員 

 

 

 

 

議   長 

 

 

１５番委員 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

１５番委員 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

 

 

１２番渡邊です。整理番号２番について報告します。設定人、被設定人共に代理人を立て

ています。１４日に代理人と私と土屋推進委員の３名で現地調査を行いました。現地につい

ても申請書類についても何ら問題ないものと見てまいりました。皆様の慎重審議よろしくお

願いします。以上です。 

 

ありがとうございました。次に整理番号３番について、１５番大和田弘委員ご報告をお願

い致します。 

 

１５番大和田です。整理番号３番について報告します。私と松崎推進委員と担当行政書士

３名で１３日に現地調査を行いました。実際倉庫が建っておりまして譲渡人、譲受人の父の

時代に口約束で土地を譲っていただいたとの話でありました。農地転用しないままこうなっ

てしまったので、顛末書もいただいておりますので何ら問題ないものと見てまいりました。。

委員の皆様の慎重審議よろしくお願いします。以上です。 

 

ありがとうございました。次に整理番号６番について、１５番大和田弘委員ご報告をお願

い致します。 

 

１５番大和田です。整理番号６番ですが、１５日の午後より松崎推進委員と私と代理人の

３名で現地確認をしました。３年前にもその上の土地を住宅に変更をしていて、今回その前

の土地を転用していきたい旨の話をしておりました。以上調査結果を報告します。ちなみに

設定人と被設定人は義理の親子関係であります。 

 

ありがとうございました。以上で整理番号１番から３番について事務局の説明及び調査結

果についての報告が終わりました。本案について質疑に入ります。質疑を求めます。ござい

ませんか。 

 

質疑なし。 

 

質疑なしと認め、質疑を終結します。 

本案について、申請の通り許可することにご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

よって議案第３号「農地法第５条の規定に基づく許可申請について（市許可分）」の、整理

番号１番から３番については、申請の通り許可する事に決定いたしました。 

以上をもちまして３号議案は終了します。 

次に議案第４号「農地法第５条の規定に基づく許可申請の意見決定について（県許可分）」



 

 

事務局 

 

議   長 

 

 

 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

 

６番委員 

 

 

 

 

議   長 

 

 

８番委員 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

出席委員 

 

議   長 

を議題と致します。それでは整理番号１番から３番について、事務局説明願います。 

 

整理番号１番から３番について議案書を朗読、説明。 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

ただいま説明いたしました事項については、あらかじめ担当区域の委員の方に、調査を 

お願いしておりますので、調査結果についてご報告をいただいてから審議したいと思います

が、ご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

ご異議がありませんので、ご報告をお願いします。整理番号１番から２番について、６番

渡邊義輝委員ご報告願います。 

 

６番渡邊です。整理番号１番と２番につきまして報告します。昨日の午前中に私と松本推

進委員と行政書士の３名で現地調査を行いました。双方とも現状を利用するということでし

た。周辺にも又は水のほうも影響はないと確認してまいりました。慎重審議よろしくお願い

します。 

 

ありがとうございました。次に整理番号３番について、８番白岩幸一委員ご報告をお願い

致します。 

 

８番白岩です。整理番号３番について報告します。１２日の午前中、担当行政書士と渡邉

推進委員と私の３名で現地確認をしました。現地は先日太陽光発電の申請があった田んぼの

上の土地になります。やはり沢水が不足しているとのことで今回の申請に至ったとのことで

す。北側が市道となっておりまして西側が先ほど言ったように太陽光発電施設、東側が数年

前に太陽光発電施設を整備した畑となっております。隣接の農地には何ら問題ないものと見

てまいりました。雨水は自然浸透なので何ら問題ないものと見てまいりました。委員皆様の

慎重審議よろしくお願いします。以上であります。 

 

ありがとうございました。以上で整理番号１番から３番までについて事務局の説明及び調

査結果についての報告が終わりました。本案について質疑に入ります。質疑を求めます。ご

ざいませんか。 

 

質疑なし。 

 

質疑なしと認め、質疑を終結します。 
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出席委員 

 

本案について、申請のとおり許可する事にご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

よって議案第４号「農地法第５条の規定に基づく許可申請の意見決定について（県許可分）」

の整理番号１番から３番については原案のとおり「許可相当」とする事に意見決定いたしま

す。以上をもちまして第４号議案は終了いたします。次に議案第５号「田村農業振興地域整

備計画の変更に係る意見決定について」を議題と致します。 

それでは事務局説明願います。 

 

「田村農業振興地域整備計画の変更に係る意見決定について」議案書を朗読、説明。 

 

以上で事務局の説明が終わりました。本案について質疑に入ります。質疑を求めます。ご

ざいませんか。 

 

質疑なし。 

 

質疑なしと認め、質疑を終結します。 

本案について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

よって議案第５号「田村農業振興地域整備計画の変更に係る意見決定について」は原案の

とおり「異存なし」とする事に意見決定いたします。以上をもちまして第５号議案は終了い

たします。次に議案第６号「福島復興再生特別措置法第１７条の２２第３項の規定に基づく

農用地利用集積計画に対する意見決定について」を議題と致します。 

それでは整理番号１番から２番について事務局説明願います。 

 

「福島復興再生特別措置法第１７条の２２第３項の規定に基づく農用地利用集積計画に対

する意見決定について」の整理番号１番から２番について朗読、説明。 

 

以上で事務局の説明が終わりました。本案について質疑に入ります。質疑を求めます。ご

ざいませんか。 

 

質疑なし。 
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質疑なしと認め、質疑を終結します。 

本案について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

よって議案第６号「福島復興再生特別措置法第１７条の２２第３項の規定に基づく農用地

利用集積計画に対する意見決定について」は原案のとおり「許可相当」とする事に意見決定

いたします。以上をもちまして第６号議案は終了いたします。次に議案第７号「現況確認証

明について」を議題と致します。 

それでは整理番号１番から４番について事務局説明願います。 

 

「現況確認証明について」の整理番号１番から４番について議案書を朗読、説明。 

 

本案について質疑に入ります。質疑を求めます。 

 

 質疑なし。 

 

 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 本案について、「非農地」と決定することにご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

 異議なしと認めます。 

よって、議案第７号「現況確認証明について」の整理番号１番から４番については、「非農

地」と決定致しました。 

以上をもちまして７号議案は終了します。 

これで、本日提出されました案件はすべて終了いたしました。それぞれご承認、ご決定を

賜りましてありがとうございました。これをもちまして、令和３年第１２回田村市農業委

員会総会を閉会といたします。 

                              

                             閉会 １４：１５ 
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